
感染症対策を踏まえた
防災対策について
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令和３年度中央区区民対話会（葛城中学校区）
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これまで：市の指定避難所に集中避難

これから：多様な避難形態により避難者の集中を避ける
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分散避難

「集中避難」から「分散避難」へ

自宅（在宅避難）
親族・友人宅
町内自治会集会所
車中泊
市の指定避難所
民間宿泊施設 など
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ルワンダ紛争による避難民が1994年にアフリカ大湖
沼地域の難民キャンプで多数死亡したことがきっか
けで1998年に人道憲章と人道対応に関する最低基
準（通称スフィア基準）を定めて冊子にまとめた。
スフィア基準は、現在は2018年版が公開され、「人
道憲章、権利保護の原則、人道支援の必須基準
（CHS）、行動規範」の4つの共通の土台と、生命保
護のために必要不可欠な4つの要素「(1) 給水、衛
生および衛生促進 (WASH)、(2) 食料安全保障と栄
養、(3)避難所および避難先の居住地、(4)保健医
療」各分野における最低基準を定めている。
1人あたりの居住空間は最低3.5m2、男性1対女性3
の割合で設置、などが「最低基準」のように取り上げ
られるが、実際は異なる。最低基準は尊厳ある生活
への権利に基づく質的な内容が記載されており、数
量は含まれない。
2016年4月、内閣府（防災担当）は、『避難所運営ガ
イドライン』の中で参考にすべき国際基準としてス
フィア基準を紹介した。

スフィア基準



平 常 時

「千葉市地震・風水害ハザードマップ（WEB
版）」や「避難行動判定フロー」を参考に、
自宅周辺の危険性や避難経路など、災害時
にとるべき行動を確認

災害発生

浸水が想定される場合には、

浸水する深さよりも高いとこ

ろに避難することも検討しま

しょう。

①在宅避難

●▲自治会館

④車中泊②親族・知人宅 ③町内自治会集会所

⑤市の指定避難所 ⑥民間宿泊施設等

垂直避難

※対象施設・対象者等調整中
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分散避難のイメージ



●▲自治会館

• 町内自治会等からの申請に基づ
き、一定の要件を満たす町内自
治会集会所等を「地域避難施設」
として６０か所認定（令和３年１０
月１１日現在）

• 認定施設には備蓄品等（アルファ
米、保存水、防災行政無線戸別
受信機）を認定時に配備

• 制度の利用は任意

• 制度の趣旨に沿っていれば、自
由な運用が可能

※ 指定避難所と同列ではない。
（例）市役所職員の参集はない。

救援物資の輸送は行われない。

地域避難施設の活用
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• 学校の校庭に無秩序に駐車することを認めた訳ではない。

• 車中泊は、大規模な駐車場所を確保して、臨時の避難所的に
活用すること。

• 二次災害

（道路通行障害、浸水etc.）

• エコノミークラス症候群

• プライベートスペース

• 実災害での運用実績

否定要素 肯定要素

車中泊における注意事項
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被災者の住宅が損壊した場合など、生活の場が失わ
れた場合に、一時的な生活の本拠地として宿泊滞在
するための施設

市内２７４か所を指定
【例】小学校・中・高等学校、公民館
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避難所とは？
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種別 概要 指定数

指定緊急避難場所 災害種別に一時的に市民の安全が確保できる施設又は場所
【例】 公園、学校の屋内運動場又は校庭など

366か所

広域避難場所 大規模火災発生時、煙などから身を守り、安全を確保する場所
【例】 相当程度のオープンスペースが確保された公園など

38か所

津波避難ビル 津波から身の安全を確保するための、緊急に一時避難する施設
【例】 原則として建築物の3階又は地上高4ｍ以上の場所

50か所

指定避難所 一時的な生活の本拠地として宿泊滞在するための施設
【例】 小・中学校、コミュニティセンターなど

274か所

帰宅困難者
一時滞在施設

帰宅困難者の安全を確保する施設
【例】 主要駅周辺の公共施設など

16か所

まぎらわしいですが…



＜開設条件＞

・ 千葉市内で震度６弱以上の地震が発生した場合は、

全ての避難所で開設準備

⇒ 施設の安全点検を行い、危険がなかったら開設

・ その他災害発生の恐れがある場合（風水害など）は、

市長が避難所の開設が必要と判断した場合に開設

⇒ 市又は区災害対策本部からの開設指示により

開設

風水害のときには、対応すべき災害の種類、規模、避難者の状況
などによって、開設する避難所を決定します。

令和元年の一連の災害においては、エアコン設備や和室があり、
居住環境が比較的整っている公民館を中心に開設しました。
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避難所の開設



発災から３日間に必要となる最低限の品目、数量を配備
（食料、飲料水、アルミ毛布、ブルーシート、発電機、
消毒液などの衛生用品 等々）

簡易トイレ

令和元年の一連の災害では、食料、飲料水、毛布、アルミ毛
布、簡易トイレ、エアーマット等を使用した。
また、地域住民に対し飲料水を配布した。
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避難所の備蓄品



地域の力で発災当初の混乱を最小限に抑え、円滑な避難所

運営を実施するための組織

平常時から避難所開設・運営に関する訓練や、ルール作り

等を行う。

≪ 設立状況等 ≫

◇ 設立開始：平成２４年度

◇ 現 状：約９８．５％設立完了

（２７０か所／２７４か所）

※ 令和３年１０月１日現在

12

避難所運営委員会とは？



◎ 地域住民（町内自治会、自主防災組織の役員など）

○ 施設管理者（学校長や教頭、館長など）

○ 市担当職員（各避難所、原則４人程度）
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避難所運営委員会の構成と任務

平常時 災害時

○避難所内の居住スペース、受付

や情報を提示する場所等の決定

○避難所生活のルールの決定

○避難所運営委員会の活動人員

の確認

○避難所開設・運営の訓練及び

マニュアルの策定・見直し

○避難所の開設・運営

・避難者の受入れ

・情報の収集・伝達

・衛生環境の整備

・物資の調達・配給

・要配慮者への対応 など

構 成

任 務



委員長 業務全般の統括、避難所運営会議の開催

副委員長 委員長の補佐・代理

施設管理者
施設管理者として当該施設の維持管理を行う
「 具体的業務の一例 」

施設の維持管理・修理、施設業務の早期再開

市担当職員

行政の代表として区との連絡調整業務を行う
「 具体的業務の一例 」

各班の活動支援、区災害対策本部との連絡調整、避難所日誌の記入
要配慮者支援窓口の設置、福祉避難室の開設・運営、取材対応

総務班

避難所運営の全般を統制する業務を行う。
「 具体的業務の一例 」
運営事務局・各班の調整、避難者の入退所管理、各種情報の収集・
伝達、避難所内の防火・防犯対策、ボランティア対応

施設班
「 具体的業務の一例 」

避難所の使用スペースの決定、施設の維持管理、トイレ確保・管理
生活用水確保・管理、ペット対応、ごみ処理

救護班
「 具体的業務の一例 」

負傷者の応急手当・看護、避難者の健康管理、避難所の衛生管理・
防疫、要配慮者（高齢者、障害者など）への支援

食料班
「 具体的業務の一例 」
食料・飲料水の管理・調達・配給、炊き出し、食中毒の防止

物資班
「 具体的業務の一例 」

物資の管理・調達・配給
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避難所運営委員会の活動班（例）



地域・住民 行 政

発
災
直
後

避
難
生
活

復
旧
・
復
興

ルールもめちゃくちゃ、病気
も蔓延…役所が何とかしろ！

一体どうすれば良いんだ！
取り敢えず役所に聞こう！

問合せが殺到して、被害状況も確認出
来ない！何が起こってるんだ！！

初動の混乱が尾を引いて、復
旧・復興業務が遅れている…

学校も再開しないし、避難
生活も長期化…

被害が抑えられず、避難所や
遺体安置所に人員が取られて
他の業務が出来ない！
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避難所運営委員会がないと・・



地域・住民 行 政

発
災
直
後

避
難
生
活

復
旧
・
復
興

ルールに従って、みんな
で協力して生活しよう

家の再建や仮設住宅入居で
元の生活が戻ってきたぞ

学校も早期再開出来たし、本来
の行政サービスも再開出来た！

これまでの訓練どおり落
ち着いて行動しよう！

今必要な所に適切に対応して、
被害を最小限に抑えるぞ！

迅速に被害調査や、り災証明を
発行して生活再建につなげよう
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避難所運営委員会があると・・・



①避難所運営の主役は避難者自身です
避難所運営委員会の委員だけで避難所運営せず、
避難者にも積極的に参加をお願いしましょう。

②様々な立場の方に配慮しましょう
高齢者や障害者、妊産婦など、配慮が必要な方が安
心して避難生活を送れるような避難所にしましょう。

③避難所は地域の支援拠点です
避難所は、避難所で生活する方だけを支援するので
はなく、地域の支援拠点として、在宅などで避難生活
を送る方も支援の対象として、物資配給、情報提供
などを行いましょう。
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避難所開設・運営の基本方針
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今までの避難所
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これからの避難所



千葉市では、感染症が流行している状況でも、感染症予防や感染拡大防
止を図りながら避難所を開設・運営できるように、 「新型コロナウイルス等感
染症を踏まえた避難所開設運営方針」を策定

＜基本的な考え方＞
①避難所の過密状態防止
②避難所の衛生管理及び避難者の健康管理の徹底
③避難所スペース及び新たな避難所の確保
④避難者自身の感染予防・感染拡大防止措置の理解と
協力
⑤感染が疑われる避難者への適切な対応
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「新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針」



避難者の受入手順（レイアウト図は次頁以降参照）

避難者到着

検温、健康管理チェックリスト

＜一般避難スペース受付＞
・避難者カード作成
・名札の配布

一次受付【必須】

二次受付【混乱時省略可】

・室内履きに履き替えて、指定さ
れた一般避難スペースに移動

・室内履きに履き替えて、指定さ
れた専用避難スペースに移動
・避難者カード作成

・マスクの有無の確認
・アルコールで手指消毒

・健康管理チェックリストは
一次受付で確認後、避難者
へ渡す

・入所日以降の健康管理は
避難者自身で行う

※体調不良の方

※二次受付で避難者カードの記入が困難の場合、避難者の受入が落ち着いてから、全員
に配布、回収する等して行う。その場合は、避難者のだいたいの人数を、目視等により確
認する 21

感染症を踏まえた避難所での具体的な対応



受付のレイアウト（例）

二次受付

一次受付

岐阜県「避難所運営ガイドライン「新型コロナウイルス感染症対策編」改編

＜事前受付で一般避難者と体調不良者等を振分け＞
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【場面ごとの対策例】受付①



受付時の感染症対策

飛沫防止シートも
工夫次第で
手作りできます

受付時の筆記用具

受付の筆記用具
も一工夫
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【場面ごとの対策例】受付②



※災害発生時は、生徒の安全確保が最優先となります。
その場合は、空いている特別教室等から優先的に活用
してください

体調不良者、家族 一般避難者

一般避難スペース

専用スペース

一次受付
（検温・健康管理チェックリスト）

二次受付
（避難者カード）

１階

トイレ 事務室
職員室

（使用不可）
校長室

（使用不可）
保健室

一般避難
スペース
（妊産婦）

一般避難
スペース
（要配慮者）

トイレ

２階

トイレ
専用

スペース
専用

スペース
一般避難
スペース

一般避難
スペース

トイレ

一般避難
スペース

３階

トイレ トイレ
専用

スペース
専用

スペース
一般避難
スペース

境界線（立入禁止）境界線（立入禁止）
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【場面ごとの対策例】レイアウト（教室等）



空調が整った教室や特別教

室を優先的に活用した上で

受け入れきれない場合は防

災用テント等を活用しながら

避難者を体育館に受け入れ

ます

専用スペース 一般避難スペース

ステージ

トイレ 更衣室

備蓄スペース

トイレ
一次受付

二
次
受
付

防災用テント

避難所運営委員会
事務スペース

フ
リ
ー

ス
ペ
ー

ス

フリースペース

配給所
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【場面ごとの対策例】レイアウト（市立小・中学校等体育館等）



Ａ町会

＜区画の配置＞

一家族
A1

A2

A3 A4

A5 A6

2m

2
ｍ

1m～2m

○一家族が一区画を使用し、人数に
応じて区画の広さは調整する
○区画は、養生テープやレジャーシー
トなどで明示する
○区画に番号をふるとその後の避難
所管理が容易となる
○家族間の距離を1～2m以上あける

（参考）レジャーシートによる区割り
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【場面ごとの対策例】レイアウト（居住スペース）



＜やむを得ず数名を同室にする場合＞

○体調不良の方は、個室対応が望ましいが、難しい場合は専用スペースを確
保し、可能な範囲でパーティションで区切るなどの工夫をする。

○感染者が疑われる方には専用のトイレを確保する。専用のトイレを確保で
きない場合は、専用スペース内に簡易トイレを設置するなどの工夫をする。

（参考）
専用スペース内へのトイレ設置
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【場面ごとの対策例】レイアウト（隔離スペース）



段ボールベッド

パーティション

非接触型電子温度計
テント
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新たな備蓄品の整備



避難所は地域支援拠点へ

専用スペース 一般避難スペース

ステージ

トイレ 更衣室

備蓄スペース

トイレ
一次受付

二
次
受
付

防災用テント

避難所運営委員会
事務スペース

フ
リ
ー

ス
ペ
ー

ス

フリースペース

配給所

避難所（体育館）

救援物資

【物資の例】

在宅避難者

公助による輸送

共助による配付
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地域避難施設の活用



公助

自助

共助

自分の身の安全を図り

助かった人同士で

周りの人と助け合うこと

警察・消防・市役所などの公的機関
による支援がない状況下で

自助・共助とは？

30



①在宅避難（分散避難）の準備

避難者が特定の避難所に集中しないよう、自宅での避
難や、身を寄せられる親族宅・知人宅・地域の集会所な
どへの避難も検討し、準備をお願いします。

⇒ 必需品の備蓄、家具転倒防止、住宅耐震化、自宅
周辺の危険性確認
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千葉市からのお願い



②防災情報入手手段の事前準備

防災行政無線（屋外スピーカー）のほか、ちばし安全・
安心メール、Ｙａｈｏｏ!防災速報アプリ、市ホームページ、

ＳＮＳ、テレビ、ラジオ、電話・ＦＡＸなどを通じて、重層的
に発信することとしていますので、市民の皆様には、い
ずれかの方法で情報を入手していただくよう事前の準
備をお願いします。

●スマートフォン、携帯電話を使える方には…
✓ ちばし安全・安心メール（entry@chiba-an.jp）
✓ Ｙａｈｏｏ!防災速報アプリ（スマホのみ）

安全・安心メール
Yahoo!防災速報アプリ

（Android）（iOS） 32

千葉市からのお願い

mailto:entry@chiba-an.jp

